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e-Learning科目の科目学修到達目標並びに課題 文化創造学科・専攻【デジタルアーカイブ専攻】 科目【メディア論Ⅲ】 

No テーマ 学修到達目標 内 容 課題 

第 1 講 デジタルアーカイブにおける権利

処理の概要 

・デジタル・ネットワーク社会において、メディアの意義や性

質、種類を学び、メディアを用いてメッセージを発信するある

いはメディアを活用する上において、倫理・著作権・肖像権・

プライバシー等への権利処理に配慮できる。 

（１）「デジタルアーカイブの理論

と実践」2023 年 4-1 

 

（１）あなたはメディアを利用する

際、法と倫理、権利処理を意識した

ことがありますか？ 

第 2 講 メディアの種類、意義、特徴 ・メディアは何を伝えるのか、自分にどのような影響があった

のかを説明できる。 

・情報源の 5 分類とそれぞれのメディアの形態を説明できる。 

（１）「メディアはマッサージであ

る 影響の目録」マクルーハン，ク

エンティン フィオーレ，門林岳史

訳門林岳史訳 

（２）「複製技術時代の芸術,ベンヤ

ミン, （川村二郎 ・高木久雄 ・高原宏

平・野村修訳、佐々木基一解説） 

（３）「デジタルアーカイブの理論

と実践」1-5 デジタルアーカイブの

対象 

（１）あなたはどのような情報源が

デジタルアーカイブの対象になる

と思いますか？ 

（２）それぞれの情報源でどのよう

なメディアが利用されていると思

いますか？ 

第３講 著作者と著作者人格権 ・著作物を理解できる。 

・著作人格権を理解できる。 

 

（１）法令に基づき著作物を理解す

る。 

（２）著作人格権を、公表権、氏名

表示権、同一性保持権から理解す

る。 

（３）「デジタルアーカイブの理論

（１）著作物とは何ですか？  

（２）著作物にするには届け出が必

要ですか？  

（２）著作人格権とは何ですか？ 

（３）著作人格権はどのように保護

されますか？ 
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と実践」-2 利用 （４）権利は譲渡できますか？ 

第４講 著作物と著作財産権 ・著作財産権を理解できる。 （１）法令に基づき著作財産権を理

解する。 

（２）著作財産権を複製権、公衆送

信権、口述権、上映権、貸与権、頒

布権、翻訳権、翻案権、著作物の二

次利用から理解する。 

（３）「デジタルアーカイブの理論

と実践」4-2 利用 

（１）複製権とは何ですか？ 

（２）公衆送信権とは何ですか？ 

（３）口述権、上映権、貸与権、頒

布権、翻訳権、翻案権とは何です

か？ 

（４）著作物の二次利用はとは何で

すか？ 

（５）著作財産権の保護期間は何年

ですか？ 

（６）権利は譲渡できますか？ 

第５講 著作隣接権 ・著作隣接権を理解できる。 （１）法令に基づき著作隣接権を理

解する。 

（２）著作隣接権を、実演家の権利、

レコード製作者の権利、放送事業

者 ・有線放送事業者の権利から理解

する。 

（３）「デジタルアーカイブの理論

と実践」4-2-6 著作人格権 

（１）著作隣接権とは何ですか？ 

（２）実演家の権利とは何ですか？ 

（３）レコード製作者の権利とは何

ですか？ 

（４）放送事業者 ・有線放送事業者

の権利とは何ですか？ 

（５）著作隣接権の保護期間は何年

ですか？ 

（６）権利は譲渡できますか？ 

第６講 著作物を無断で利用できる例外 ・著作物を無断で利用できる例外を説明できる。 （１）法令に基づき例外的な無断利

用を理解する。 

（２）例外的な無断利用として、私

（１）例外的な無断利用としての私

的使用、附属的対象物、教育利用、

図書館 ・美術館 ・博物館による利用
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的使用、附属的対象物、教育利用、

図書館 ・美術館 ・博物館による利用

を理解する。 

（3）例外的な無断利用として引用

を理解する。 

（4）「デジタルアーカイブの理論と

実践」4-2-4 著例外的な無断利用 

とは何ですか？ 

（２）例外的な無断利用としての引

用とは何ですか？ 

第７講 教育利用 ・教育機関での著作物の複製や公衆送信について説明できる。 （１）利用できる条件として、営利

を目的としない教育機関であるこ

と、教師や児童生徒 ・学生が自ら複

製を行うこと、授業のために著作物

を利用すること、必要な限度内であ

ること、著作者の権利を不当に害し

ないこと,慣行があるときは出所の

明示をすることを理解する。 

（２）無断で利用する場合は、授業

目的公衆送信保証金制度を利用す

ることを理解する。 

（3）「デジタルアーカイブの理論と

実践」4-2-4 著例外的な無断利用 

（１）利用できる６つの条件とは何

ですか？  

（２）授業目的公衆送信保証金制度

と一般社団法人授業目的公衆送信

保証金等管理協会(SARTRAS)とは

何ですか？ 

第８講 クリエイティブ・コモンズ・ライセ

ンス 

・クリエイティブ・コモンズ・ライセンスや文化庁の自由利用

マーク等の２次利用条件（意思）表示について説明できる。 

 

（１）２次利用条件 （意思）表示の

必要性を理解する。 

（２）クリエイティブ・コモンズ・

（１）２次利用条件 （意思）表示の

必要性を説明できますか？ 

（２）クリエイティブ・コモンズ・
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ライセンスや文化庁の自由利用マ

ーク、ライトステートメントについ

て理解する。 

（3）「デジタルアーカイブの理論と

実践」4-2-3 

ライセンスについて説明できます

か？ 

第 9 講 図書館・博物館の利用 ・図書館・博物館の利用について説明できる。 （１）公立図書館等での資料の複製

について、営利目的でない、主体が

図書館である、図書館が所有する資

料である、利用者の求めに応じてい

る、資料の保存に必要である、入手

困難な所蔵資料について他の図書

館の求めに応じる場合はできるこ

とを理解する。 

（２）国立国会図書館について、所

蔵資料の電子化、公立図書館へのイ

ンターネット送信と送信された資

料の複製、オンライン資料の収集・

提供をできることこと、絶版資料を

利用者に直接メール送信できるこ

とを理解する。 

（３）国立国会図書館や公立図書館

において、資料を直接利用者にメー

ル送信することが、図書館等公衆送

（１）公立図書館等での資料の複製

について説明できますか？ 

（２）国立国会図書館の資料デジタ

ル化と提供について説明できます

か？ 

（３）図書館等公衆送信保証金制度

について説明できますか？ 

（４）博物館の権利処理について説

明できますか？ 
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信保証金制度によって可能になっ

たことを理解する。 

（４）博物館・美術館においては、

所有権があれば展示できること、修

復については同一性保持権に留意

することを理解する。 

第１０講 著作権契約書の作成 ・著作財産権については契約によって譲渡できることを説明で

きる。 

（１）著作権契約書の作成には、文

化庁の著作権契約書作成支援シス

テムの活用を理解する。 

（２）著作人格権と実演家人格権は

一身専属性で譲渡できないことを

理解する。 

（３）デジタルアーカイブの理論と

実践」4-3 

（１）文化庁の著作権契約書作成支

援システムを活用して契約書を作

成しましょう。 

（２）著作人格権の同一性保持権実

演家人格権は一身専属性で譲渡で

きませんが、権利の不行使はできま

すか？ 

 

第１１講 肖像権 ・肖像権は、勝手に自分の肖像や全身の姿を撮影されたり、公

開したりしない権利であることを理解する。 

（１）法律、つまり実定法がないこ

とから、裁判例によって権利処理を

行うことを理解する。 

（２）最高裁判例によって、被撮影

者の社会的地位、活動内容、撮影の

場所、撮影の態様、撮影の必要性な

どを総合的考慮し、撮影によって人

格的な侵害が社会生活上の受忍限

度を超える場合に違法となること

（１）撮影によって人格的の侵害が

社会生活上の受忍限度を超える場

合とは何ですか？ 

（２）記者会見場、公道などでの著

名人や政治家などの肖像権は保護

されますか？ 
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を理解する。 

（３）デジタルアーカイブ学会の肖

像権ガイドラインを参考にする。 

第１２講 個人情報保護・プライバシー保護 ・デジタルアーカイブ公開による、個人情報保護・プライバシ

ー保護を説明できる。 

（１）個人情報保護は、生存する個

人に関する情報である氏名、生年月

日等によりと口の個人を識別でき

るものを、むやみに公開しないこと

を理解する。 

（２）プライバシー保護は、 「個人の

秘密にしたい情報」や 「公開される

と私生活に干渉される可能性があ

る情報」であることを理解する。 

（３）個人情報保護委員会の活動を

理解する。 

（4）デジタルアーカイブの理論と

実践」4-1-5 

（１）デジタルアーカイブの公開に

あって、個人情報やプライバシーを

保護するためには、どのようなチェ

ックが必要でしょうか？ 

第１３講 情報倫理・慣習 ・デジタルアーカイブ開発には、著作権、個人情報保護・プラ

イバシー保護に関する知識だけでなく、ファクトチェックや慣

習に関する配慮が必要なことを理解する。 

 

（１）メディアやデータには、フェ

イクが入ってくる可能性が高く、こ

れらを防ぐ倫理観が必要なことを

理解する。 

（２）取材にあっては、地域や特定

のコミュニティーの人間関係や対

外的な姿勢などの慣習に配慮する

（１）日本ファクトチェックセンタ

ーのウェブサイトを見て、どのよう

なファクトがあるかを理解しまし

ょう。 

（２）祭礼や民俗行事を撮影する

際、どのような行動が人々を傷つけ

るか考えましょう。 
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ことを理解する。 

第１４講 利用規約 ・デジタルアーカイブの公開に際して、スムーズな利用を図る

ため利用規約が必要なことを理解する。 

 

（１）利用規約には、著作権等の所

在、教育や商用利用可否及び条件、

二次著作物を創作 ・利用する際の条

件、改変についての条件などを設定

する必要性を理解する。 

（２）オープンデータ化が進展して

おり、政府標準利用規約 （20 版）で

はコンテンツの２次利用を進める

クリエイティブ・コモンズ・ライセ

ンスのCCBYを推奨していることを

理解する。 

（１）省庁や政府機関の提供するデ

ジタルアーカイブの利用規約を見

て、どのような利用条件が含まれて

いたでしょうか？ 

（２） 「いらすとや」など民間事業者

が提供するデジタルアーカイブを

みて、どのような利用条件が含まれ

ていたでしょうか？ 

第１５講 まとめ・著作権等の情報 ・情報化社会の進展に伴い、著作権法などが頻繁に改正されて

いる状況を踏まえて、常に権利処理に関する新しい情報を入手

することが必要なことを理解する。 

（１）文化庁の著作権関連サイトに

ある 「著作権テキスト」が重要であ

ることを理解する。 

（２）著作権情報センター(CRIC)

は、著作権を理解する情報を提供し

ており、特に「Q&A」を理解する。 

（３）その他、日本音楽著作権協会

やデジタルアーカイブ学会、個人情

報保護委員会、日本ファクトチェッ

クセンターの活動を理解する。 

（１）文化庁の著作権関連サイトに

から最新情報を閲覧しましょう。

（２）文化庁の「著作権テキスト」

を閲覧してみましょう。 

（３）著作権情報センター(CRIC)は

の 「Q&A」を閲覧してどのような事

例があるかを知りましょう。 

 


